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︱ 

阿
南
中
央
医
療
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）の

「
基
本
計
画
」ま
と
ま
る 

︱

第
１　
基
本
理
念
・
基
本
方
針

　

阿
南
共
栄
病
院
・
阿
南
医
師
会
中
央
病

院
の
現
行
の
「
基
本
理
念
・
基
本
方
針
」

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
新
し
い
病
院
・
市
民
病

院
的
な
病
院
づ
く
り
の
観
点
か
ら
決
め
て

い
ま
す
。

１　
基
本
理
念

　

地
域
住
民
の
健
康
な
生
活
を
守
る
こ
と

に
専
念
し
、
信
頼
さ
れ
る
医
療
に
最
善
を

尽
く
し
ま
す
。

２　
基
本
方
針

①
阿
南
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

中
核
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
病（

注
）診

連

携
、
病
病
連
携
の
も
と
に
地
域
医
療
に

貢
献
す
る
。

②
阿
南
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

救
急
医
療
の
中
心
的
役
割
を
は
た
す
。

③
災（

注
）害
拠
点
病
院
と
し
て
災
害
時
に
県
南

地
域
住
民
の
安
全
確
保
に
寄
与
す
る
。

④
阿
南
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
の
包（

注
）括

医
療
を
行
う
た
め
に
、
円
滑
な
医
療
と

介
護
の
連
携
を
図
る
。

⑤
医（

注
）師
教
育
認
定
病
院
と
し
て
、
徳
島
大

学
の
協
力
の
も
と
医
療
の
充
実
と
医
師

の
研
修
を
図
る
。

⑥
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
た
め
の
健
康
管
理
、

情
報
の
提
供
を
行
う
。

第
２　
主
要
機
能

　

新
病
院
は
、
９
つ
の
主
要
機
能
を
柱
と

し
て
い
ま
す
。（
要
約
し
て
掲
載
）

１
．
地
域
医
療
支
援

　

地（
注
）域
医
療
支
援
病
院
と
し
て
急
性
期
医

療
を
中
心
に
、
阿
南
市
医
師
会
員
診
療
施

設
と
の
連
携
を
密
に
し
て
、
地
域
医
療

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
。

２
．
救
急
医
療

　

阿
南
市
医
師
会
及
び
高
次
救
急
医
療
機

関
と
の
適
切
な
役
割
分
担
と
連
携
の
も
と
、

二（
注
）次
救
急
医
療
体
制
の
充
実
を
図
り
、
24

時
間
３
６
５
日
体
制
で
入
院
治
療
を
要
す

る
患
者
等
の
受
け
入
れ
に
努
め
る
。

３
．
災
害
医
療

　

自
然
災
害
・
大
規
模
事
故
災
害
・
新
興

感
染
症
の
流
行
な
ど
に
も
機
能
を
発
揮
し
、

迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
災
害
拠
点
病

院
と
し
て
の
施
設
整
備
（
ヘ
リ
ポ
ー
ト
、

ト（
注
）リ
ア
ー
ジ
ス
ペ
ー
ス
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

等
）
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
災
害

時
に
お
け
る
救
急
患
者
の
受
け
入
れ
体
制

の
充
実
を
図
る
。

　

ま
た
、
災（

注
）害

派
遣
医
療
チ
ー
ム
（
Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ
）
を
充
実
す
る
な
ど
、
広
域
的
な
災

害
救
急
医
療
体
制
を
整
備
す
る
。

４
．
が
ん
医
療

　

地（
注
）域
が
ん
診
療
連
携
推
進
病
院
と
し
て

機
能
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
外
科

的
治
療
法
に
加
え
、
外
来
化
学
療
法
の
体

制
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
乳
が
ん
に
関
し

て
は
、
診
療
体
制
の
充
実
を
図
る
。

　

さ
ら
に
、
県
南
部
地
域
で
初
と
な
る
緩

和
ケ
ア
病
棟
を
設
置
す
る
。

５
．
周（

注
）産
期
医
療

　

阿
南
市
内
唯
一
の
分
娩
施
設
と
し
て
、

県
南
部
地
域
に
お
け
る
産
科
医
療
提
供
体

制
を
堅
持
す
る
。

６
．
小
児
医
療

　

高
次
救
急
医
療
機
関
と
の
連
携
に
よ
り
、

小
児
救
急
医
療
体
制
の
確
保
に
努
め
る
と

と
も
に
、
夜
尿
症
外
来
や
発
達
障
が
い
児

へ
の
言
語
療
法
な
ど
特
色
の
あ
る
医
療
を

充
実
す
る
。

７
．
教
育
研
修

　

臨（
注
）床
研
修
指
定
病
院
と
し
て
機
能
の
維

持
・
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
係
医

療
機
関
と
連
携
し
た
特
色
あ
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
提
供
し
、
指
導
体
制
の
充
実
を
図
る
。

　

ま
た
、
徳
島
大
学
と
連
携
し
て
、
阿
南

市
及
び
県
南
部
地
域
に
お
け
る
糖
尿
病
治

療
な
ら
び
に
慢
性
（
閉
塞
性
）
呼
吸
器
疾

患
の
治
療
の
充
実
・
強
化
を
図
る
。

８
．
健
康
管
理
・
検
診

　

阿
南
市
と
連
携
し
て
、
人
間
ド
ッ
ク
や

脳
ド
ッ
ク
な
ど
各
種
検
診
事
業
を
通
じ
て
、

生
活
習
慣
改
善
の
た
め
の
指
導
を
行
う
。

　

教
育
入
院
に
よ
る
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
、

眼
科
・
外
科
・
皮
膚
科
と
の
連
携
で
の
合
併

症
管
理
、
糖
尿
病
教
室
の
開
催
な
ど
、
全
身

包
括
的
な
糖
尿
病
診
療
を
行
う
。

９
．
円
滑
な
医
療
と
介
護
の
連
携

　

集
中
的
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施

し
、
早
期
の
回
復
と
在
宅
復
帰
を
目
指
す
。

高
齢
者
が
安
心
し
て
在
宅
医
療
が
で
き
る
よ

う
、
24
時
間
体
制
の
訪
問
看
護
や
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
の
充
実
に
取
り
組
む
な
ど
、
地
域
完
結

型
医
療
を
目
指
す
。

　

ま
た
、「
関
節
リ
ウ
マ
チ
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）」
の
開
設
を
検
討
す
る
。

【
注
釈
】

地
域
医
療
支
援
病
院　
第
一
線
の
地
域
医
療
を
担
う
「
か

か
り
つ
け
医
」
等
を
支
援
す
る
能
力
を
備
え
、
地
域
医
療

の
確
保
を
図
る
病
院
と
し
て
相
応
し
い
構
造
等
を
有
す
る

病
院
。
都
道
府
県
知
事
が
承
認
を
す
る
。

二
次
救
急
医
療
体
制　
入
院
を
要
す
る
救
急
医
療
体
制
を

整
え
た
医
療
機
関
、
都
道
府
県
が
作
成
す
る
医
療
計
画
に

基
づ
い
て
整
備
を
進
め
る
も
の
。

ト
リ
ア
ー
ジ
ス
ペ
ー
ス　
大
事
故
や
大
規
模
災
害
時
に
多

数
の
傷
病
者
が
出
て
い
る
な
か
で
、
容
態
や
緊
急
度
に
応

じ
て
優
先
順
位
を
判
断
す
る
た
め
に
確
保
す
る
ス
ペ
ー
ス
。

災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
）　

災
害
の
急
性
期

（
概
ね
48
時
間
以
内
）
に
活
動
で
き
る
機
動
性
を
持
っ
た
、

専
門
的
な
訓
練
を
受
け
た
医
療
チ
ー
ム
。

地
域
が
ん
診
療
連
携
推
進
病
院　
徳
島
県
独
自
の
基
準
に

よ
り
指
定
さ
れ
、
手
術
療
法
や
化
学
療
法
及
び
患
者
へ
の

相
談
窓
口
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
病
院
。

周
産
期　
妊
娠
22
週
か
ら
生
後
満
７
日
未
満
ま
で
の
期
間
。

臨
床
研
修
指
定
病
院　
研
修
医
が
卒
業
後
２
年
間
、
基
本

的
な
手
技
・
知
識
（
初
期
研
修
）
を
身
に
つ
け
る
た
め
に

籍
を
置
く
病
院
。

【
注
釈
】

病
診
連
携
、
病
病
連
携　
核
と
な
る
病
院
と
地
域
の
診

療
所
・
病
院
が
行
う
連
携
の
こ
と
。

災
害
拠
点
病
院　
災
害
時
な
ど
の
多
数
の
傷
病
者
が
発

生
す
る
際
に
、
重
篤
な
救
急
患
者
に
対
す
る
救
命
医
療

を
行
う
病
院
。

包
括
医
療　
治
療
だ
け
で
な
く
健
康
づ
く
り
、
在
宅
ケ

ア
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
す
べ
て
を
視
野
に
入
れ
た
医
療
。

医
師
教
育
認
定
病
院　
医
師
認
定
医
制
度
に
よ
る
教
育

病
院
基
準
を
満
た
し
た
病
院
。

徳島県知事に新病院の「基本計画」を説明（２月３日）

徳島大学医学部長に説明徳島大学病院長に説明

　

徳
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会

（
Ｊ
Ａ
徳
島
厚
生
連
）
及
び
阿
南
市
医

師
会
は
、
阿
南
共
栄
病
院
と
阿
南
医
師

会
中
央
病
院
を
統
合
し
、
Ｊ
Ａ
徳
島
厚

生
連
が
運
営
主
体
と
な
る
新
た
な
医
療

施
設
「
阿
南
中
央
医
療
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）」
の
平
成
29
年
度
内
の
開
院
に
向

け
て
協
議
し
て
い
ま
す
。　

　

こ
の
度
、
医
療
セ
ン
タ
ー
の
「
基
本

理
念
・
基
本
方
針
」
を
は
じ
め
、
主
要

機
能
、
診
療
科
目
、
病
床
規
模
、
外
来

や
入
院
・
救
急
部
門
な
ど
25
の
部
門
別

機
能
と
規
模
、
さ
ら
に
は
、
施
設
整
備

計
画
な
ど
を
明
記
し
た
「
阿
南
中
央
医

療
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
基
本
計
画
書
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　
「
基
本
計
画
」
の
策
定
に
当
た
っ
て

は
、
Ｊ
Ａ
徳
島
厚
生
連
、
医
師
会
及
び

本
市
の
三
者
で
構
成
す
る
「
医
療
セ
ン

タ
ー
設
立
委
員
会
」
や
、
設
立
委
員
会

に
諮
る
事
項
を
事
前
協
議
す
る
た
め
の

「
作
業
部
会
」
を
は
じ
め
、
両
病
院
の

医
師
や
職
員
も
参
画
し
、
効
率
的
・
効

果
的
か
つ
詳
細
な
協
議
を
す
る
た
め
に

設
置
し
た
「
事
業
部
」「
診
療
部
」「
施

設
整
備
部
」「
地
域
連
携
部
」
の
４
つ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
協
議
・
検

討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、「
基
本
計
画
」
の
概
要
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

シリーズ  

地域医療の明日を考える
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第
３　
施
設
整
備
の
基
本
方
針

　

新
病
院
は
、
４
つ
の
基
本
方
針
に
基
づ

い
て
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

１
．
災
害
に
強
い
施
設

　

地
震
や
津
波
、
台
風
を
は
じ
め
、
災
害

に
強
い
病
院
づ
く
り
を
目
指
す
。

２
．
快
適
な
療
養
環
境
の
整
備

　

特
に
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
に
配
慮
し

た
安
全
で
安
心
な
施
設
と
し
、
誰
も
が
利

用
し
や
す
い
施
設
づ
く
り
を
目
指
す
。

３
．
効
率
的
で
働
き
や
す
い
施
設

　

働
き
や
す
く
魅
力
あ
る
職
場
環
境
づ
く

り
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
診
療
・
供
給
・

管
理
な
ど
の
各
部
門
を
合
理
的
に
ま
と
め
、

効
率
性
の
高
い
施
設
と
す
る
。

４
．
既
存
施
設
の
有
効
活
用
等

　

阿
南
医
師
会
中
央
病
院
の
既
存
棟
を
最

大
限
有
効
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
経
費
の

節
減
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
開

か
れ
た
施
設
と
す
る
。　

第
４　
診
療
科
目

　

阿
南
共
栄
病
院
と
阿
南
医
師
会
中
央
病

院
に
お
け
る
既
存
の
診
療
科
目
を
再
編
・

統
合
す
る
と
と
も
に
新
設
の
診
療
科
も
整

備
し
、
29
の
診
療
科
目
（
表
１
）
を
計
画

し
て
い
ま
す
。

第
５　
病
床
規
模

　

新
病
院
の
診
療
科
目
や
将
来
の
入
院
患

者
数
な
ど
を
推
計
し
な
が
ら
、
病
床
規
模

を
計
画
し
て
い
ま
す
。

１
．
一
般
病
棟
（
急
性
期
）

　

阿
南
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

急
性
期
医
療
を
担
う
拠
点
と
し
て
、
必
要

な
病
床
を
整
備
す
る
。

２
．
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

　

高
齢
者
の
患
者
に
対
し
て
、
住
み
な
れ

た
地
域
で
生
活
し
続
け
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
た
め
に
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
の
質
）
の

向
上
を
目
的
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
を
集
中
的

に
行
う
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

を
整
備
す
る
。

３
．
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

　

急
性
期
後
の
受
け
入
れ
、
患
者
の
在
宅

復
帰
支
援
等
の
機
能
を
有
し
、
地（

注
）域

包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
役
割
を
担
う
地

域
包
括
ケ
ア
病
棟
を
整
備
す
る
。

４
．
緩
和
ケ
ア
病
棟

　

初
期
の
段
階
か
ら
が
ん
に
よ
る
痛
み
や

精
神
的
苦
痛
を
和
ら
げ
、
住
み
な
れ
た
地

域
で
そ
の
人
ら
し
い
生
活
が
送
れ
る
よ
う

な
緩
和
治
療
を
行
う
病
棟
を
整
備
す
る
。

５
．
療
養
病
棟

　

慢
性
的
な
病
気
を
抱
え
る
高
齢
者
の
増

加
や
、
地
域
に
長
期
療
養
の
機
能
を
有
し

た
療
養
施
設
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
地
域
の
強
い
要
望
を
踏
ま
え
た
療

養
病
棟
を
整
備
す
る
。

第
６ 

施
設
整
備
計
画

基
本
方
針

①
既
存
施
設
を
有
効
に
活
用
す
る
。

②
新
病
棟
に
は
「
急
性
期
医
療
」「
急
性

期
入
院
施
設
」
に
必
要
と
な
る
部
門
を

集
約
配
置
す
る
。

③
既
存
施
設
と
新
病
棟
施
設
が
有
機
的
に

機
能
す
る
計
画
と
す
る
。

④
新
病
棟
は
２
５
０
床
以
内
と
す
る
。

第
７　
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
「
基
本
計
画
」
策
定
後
は
、
Ｊ
Ａ
徳
島
厚

生
連
に
お
い
て
基
本
設
計
に
取
り
掛
か
り
ま

す
。
ま
た
、「
基
本
設
計
」
及
び
「
実
施
設
計
」

を
経
て
、
既
存
の
阿
南
医
師
会
中
央
病
院
の

東
側
に
新
病
棟
の
建
設
を
開
始
す
る
と
と
も

に
、
現
在
の
阿
南
医
師
会
中
央
病
院
棟
の
改

修
工
事
を
行
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ハ
ー
ド
の
整
備
と
並
行
し
て
、

新
病
院
の
「
運
営
シ
ス
テ
ム
計
画
」
や
「
情

報
シ
ス
テ
ム
計
画
」、「
医
療
機
器
備
品
整
備

計
画
」
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
の
計
画
を
策
定
し

て
い
き
ま
す
。

平
成
26
～
27
年
度
　
基
本
設
計
・
実
施
設
計

平
成
28
年
度
　
建
設
工
事
着
工

平
成
29
年
度
　
建
設
工
事
竣
工

【
注
釈
】

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム　
地
域
住
民
に
対
し
て
医
療

サ
ー
ビ
ス
及
び
在
宅
ケ
ア
、
リ
ハ
ビ
リ
等
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
体
系
的
に
提
供
す
る
仕
組
み
。

表１　診療科目の再編・統合 ※１は新設の診療科、※２は院内標
ひょうぼう

榜の診療科

阿南共栄病院 阿南医師会中央病院 新病院
内　　　科 内　　　科 総 合 内 科　 ※ 1

糖尿病内科・代謝内科 糖尿病内科 糖尿病・代謝内科 ※ 2
神 経 内 科 ※ 2
漢 方 内 科 ※ 2
リウマチ科 ※ 2
血 液 内 科 ※ 2

消化器内科 消化器内科 消化器内科
循環器内科 循環器内科 循環器内科

呼吸器内科　 ※ 1
小　児　科 小　児　科
外　　　科 外　　　科 外　　　科
消化器外科 消化器外科 消化器外科
肛 門 外 科 肛 門 外 科

乳 腺 外 科 乳腺（甲状腺）外科
呼吸器外科 呼吸器外科

心臓血管外科
脳神経外科 脳神経外科 脳神経外科
整 形 外 科 整 形 外 科 整 形 外 科
産 婦 人 科 婦　人　科 産 婦 人 科
耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科
眼　　　科 眼　　　科
皮　膚　科 皮　膚　科
形 成 外 科 形 成 外 科
泌 尿 器 科 泌 尿 器 科 泌 尿 器 科
放 射 線 科 放 射 線 科 放 射 線 科

麻　酔　科 麻　酔　科 麻　酔　科
（麻酔集中治療科）

リハビリテーション科 リハビリテーション科 リハビリテーション科
病理診断科 病理診断科

緩和ケア科　 ※ 1
外来化学療法科　 ※ 2

院内標
ひょうぼう

榜の診療科　医療法施行令には規定されていないが、患者の受診しやすさなどを考慮して細分
化された「専門診療科」のこと。

病　床　区　分 病床数 備　　　　　考

一般病棟（急性期） 263床

回復期リハビリテー
ション病棟 40床 「回復期リハビリテーショ

ン病棟Ⅱ」を想定

地域包括ケア病棟 30床

緩和ケア病棟 15床

療養病棟 50床 「医療型」については検討
する

合　　計 398床

の部分が既存施設、　　の部分が新病棟

配　置　図　案

第二病棟

第一病棟

第三病棟

正面玄関
玄関

市
道

新病棟

（５階建て）

シリーズ⑶は、阿南中
央医療センター（仮称）
の設計ができましたら
紹介します。
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